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「障害をもつ人への差別を禁止し、権利を確立する法律」（素案）

【通称：障害者市民案】
前文
　わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、障害の有無にかかわらず、すべての個人は生まれながらにして自由であり、固有の尊厳と人権を平等に持っている。
　しかし、障害をもつ人は、現在までの社会の諸関係において、他の人々と平等な立場で社会生活に参加する機会が奪われ、あるいは制限され、その自由が束縛され、さまざまな市民的権利が実質上奪われてきた。また、この世に生まれてくることすら公然と拒否されていた歴史が続いており、現在においては、障害をもつ人が、医療の現場において生まれてくること、生きつづけることを否定するような生命の選別ともいえる医療技術が使われるなど、その尊厳と権利を侵害する事象も生起している。
　障害をもつ人は、障害に基づく差別をされることなく、権利の主体として政治・経済・社会のさまざまな活動分野に参加すること、侵されることのない権利をもっている。国と地方自治体は、障害に基づく差別を禁止し、権利を保障するための包括的な責任を負う。他の者との平等を基礎として権利の確立をめざす国際社会の取組みに沿って、障害をもつ人の完全な参加と平等を阻んでいる法的、制度的障壁を取り除くために必要な見直しがなされなければならない。また、あらゆる一般施策から障害をもつ人は排除されてはならない。

　この法律に基づいて保障された権利は、障害をもつ人の国籍、人種、信条、性別、又は社会的身分、門地等のいかんにかかわらず、障害をもつ人すべてに保障されるものとする。
　この法律は、障害をもつ人への差別の定義と禁止の措置を明確にし、障害の有無にかかわらず互いに支えあい、共に生活する関係が尊重されることを通じて、各自がより幸せな生活を享受する権利をもつことができる「共生社会」を実現するために制定する。　
第１編　総則
第１章　目的等
１．目的
　この法律は、障害に基づく差別の具体的内容を明らかにして、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、差別を受けた人が適正かつ迅速な救済を受けるための措置を講じることで、障害をもたない人との平等を基礎に、障害をもつ人のあらゆる分野における自立と完全参加を保障し、権利の確立を図ることを目的とする。
２．自己決定の権利
障害をもつ人が、自己の意思決定における十分な情報提供を含む必要な支援を受け、且つ他からの不当な影響を受けることなく、自らの意思に基づく選択に従って、他の者と平等に自己決定の権利を有する。但し，これは、事前になした自己決定に拘束されない。
第２章　定義
1、 障害　
本法における「障害」とは、差別の契機となる以下のいずれかの事項をいう。
　①（個人の属性）
機能障害、能力障害、形態障害、その他一般的とされない心身の特徴や状態
　②（障壁の存在）
前号の属性を有する個人の受け入れを拒む物理的、社会的、制度的障壁の存在
　③（社会的態度）
①にかかる属性そのものに対する無知、無理解、偏見
２、障害に基づく差別　
「差別」とは各則の各章で規定するほか、次のいずれかをいう。
なお、「障害に基づく」（客観的関連性）とは、客観的に見て、障害の存在が差別に該当する行為を惹起せしめる契機となっていることをいい、差別行為を発生せしめる主観的意図を要するものではない。
①〔直接差別〕
　　障害に基づいて制限・排除・分離・拒否等により不利益となる取り扱いを行うこと。
②〔間接差別〕
　　形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招き、又は結果を招く恐れがある行為をおこなうこと。
③〔合理的配慮の欠如〕
　　次項に定める合理的配慮を行わないこと
３、合理的配慮
障害をもつ人が、障害をもたない人と平等に人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するため、障害をもつ人の性別や障害の種別や程度などの特性等を考慮した必要かつ適切な設備・道具・サービス等における創出、変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものである。
４、積極的差別是正措置
「積極的差別是正措置」とは、障害をもつ人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な積極的措置をいう。
５、言語　
　「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
６、 地域生活

障害をもつ人が特定の生活様式を義務づけられることなく、必要な支援を受けながら、地域において自立した生活を営むことをいう。
７、コミュニケーション手段　
　「コミュニケーション手段」とは、音声言語、手話、要約筆記、点字、指文字、触手話、指点字、手書き文字、拡大文字、身振りや物のサイン、音声サービス、文字情報サービス、写真・図画、平易な表現による表記、理解を容易にするための支援者の利用、又は個々に必要とされる意思伝達装置等、その他の情報伝達の様式・手段・方法をいう。
８、利用施設
「利用施設」とは、建築物、道路、歩道、路外駐車場、公園施設、その他公共のために使用する、若しくは一般の利用に供する構築物及びこれらに付属する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、敷地内の通路、敷地境界との出入り口を含む。
９、移動施設等
「移動施設等」とは、鉄軌道、バス、タクシー、航空機、船舶、及びこれらの運行に必要な旅客施設及び車両、これらの間の経路を構成する道路、歩道、駅前広場、通路その他の施設及びこれらに付属する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、敷地内の通路、敷地境界との出入り口を含む。
１０、施設利用
「施設利用」とは、利用施設を利用すること、又は移動施設等を使用して移動することをいう。
１１、教育機関
「教育機関」とは、国、自治体及び学校法人その他の教育に関わる団体及び個人をいう。
１２、労働
「労働」とは、企業との契約を通じた一般雇用に加えて、地域において障害をもつ人がその人が選択した労働によって財・サービス等をつくりだし対価を得る代替雇用並びに、障害をもつ人が自由に選択し、又は引き受けた労働を通じて生計を立てる自営、協同組合、起業等の形態を含む。なお、代替雇用とは、授産施設等から多様な一般雇用への移行が困難な人たちについては一般の職場に準じた形で労働法規が適用できる場をいう。
１３、労働条件調整事項
「労働条件調整事項」とは、仕事内容や仕事のしかたの工夫と調整を可能な限り行うことを基本とし、施設の改造、障害をもつ人が担当する任務の一部の他者への割当て、現存する欠員を補充するための異動、勤務時間の変更、他の職場への変更、リハビリテーション又は医療的手当のため勤務時間内に離脱すること、職業技術を習得する機会の提供又はこれについての配慮、備品・設備の取得又は改造、指導マニュアル又は参考資料の変更、試験又は評価過程の改善、朗読者、手話・要約筆記・指文字その他の方法による通訳者等の援助者の配置、ジョブコーチ等の援助者の配置、事業主による支援の充実、その他の配慮をいう。
１４、司法機関
「司法機関」とは、裁判所、裁判外紛争解決手続をおこなう公的機関、検察庁、検察審査会、保護観察所、警察、刑事施設、少年院、少年鑑別所、弁護士会若しくは司法書士会をいう。
１５、司法関係者
「司法関係者」とは、裁判官、検察官、警察官、検察審査会審査委員、検察審査会職員、保護観察所職員、法務事務官、刑事施設職員、少年院職員、少年鑑別所職員、弁護士、弁護士会の職員、司法書士、司法書士会の職員、又は裁判外紛争解決手続をおこなう公的機関に所属する担当官をいう。
第３章　差別の禁止　
１、何人も障害に基づくいかなる差別も受けない。
２、国、自治体、市民、事業者、その他の団体は、障害に基づく差別をしてはならない。
３、差別に関する推定等
①　差別の原因が複数あり、その原因の一つが障害であると認められる場合、この行為は、この法律における障害に基づく差別と推定する。
②　過去の障害の経歴、将来発生しうる障害、又は、障害がないにもかかわらず障害をもつとみなされることによって差別を受ける場合も、この法律における障害に基づく差別とみなす。
③　間接差別においては、相手方が、当該規定、基準、あるいは取り扱いが、その目的の達成手段として適切かつ必要不可欠である旨を立証した場合には、差別とみなされない。
④　合理的配慮の欠如においては、不釣り合いな又は過重な負担をともなうものであることを立証した場合には、差別とみなされない。
⑤　積極的差別是正措置は、差別とはみなされない。
第４章　国及び自治体の責務
１、国及び自治体は、障害に基づく差別を防止し、差別を受けた場合の救済を図るとともに、障害をもつ人の自立及び完全参加と平等の実現並びにその権利を確立するための施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
２、国及び自治体は、障害をもつ人が、性差別等の複合的な差別を受けていることを認識し、障害をもつ人がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための総合的な措置をとる責務を有する。
３、国及び自治体は、合理的配慮が供与されるよう必要な技術的・行政的・財政的支援をしなければならない。
４、前二項の責務を果たすための措置には、各章で定めるほか、以下の事項も含むものとする。
・差別の実態の調査
・差別の原因を解消するための積極的差別是正措置
・差別及び差別助長の防止のための人権啓発活動
・欠格条項及び差別的条項の撤廃
・本法の遵守を国又は自治体との契約の資格要件とし、国又は自治体からの財政援助の受給要件とすること
第２編　各則
第１章　地域生活
１、地域における自立した生活を営む権利
①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、障害をもたない人と平等に、地域において自立した生活を営み、あらゆる社会的活動に参加する権利を有する。
2 すべての障害をもつ人は、前項の地域生活の権利を確保するためのパーソナル・アシスタンスを含む支援サービスを受ける権利を有する。
２、選択の権利
①　すべての障害をもつ人は、自立した生活を営む権利の享有に当たっては、あらゆる生活の形態を選択する機会が保障される。
②　前項の支援サービスは、選択に基づく機会の均等を保障するものでなければならず、かつ、障害の種類、程度による選択肢の制限を設けるものであってはならない。 

３、差別の禁止
　何人も、本章以下の章に規定される分野における差別のほか、自立した生活を営むうえで障害に基づくあらゆる差別を受けない。
４、差別の定義 

地域生活における差別とは、本章以下の章に規定される差別のほか、特に以下の事項を含む。
①　障害に基づいて、特別支援学校や入所施設・病院等の特定の生活様式での生活を強いること。
②　障害の種類、程度に基づいて、地域生活のための支援サービスの提供を拒否し、若しくは選択を制限し、又は条件を課し、その他不利益な取り扱いをすること。
５、国及び自治体の責務
国及び自治体は、すべての障害をもつ人に、他の者と平等に地域において一般のあらゆる生活の形態を選択する機会を保障するため、移行策の策定及びそのための基盤整備に取り組まなければならない。
第２章　利用及び移動に関するアクセス
１、利用及び移動に関するアクセスの権利
何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、利用施設を円滑に利用する権利、及び移動施設等を円滑に使用して移動する権利を有する。
２、差別の定義
利用及び移動に関するアクセスにおける差別とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。
①　利用施設又は移動施設等の所有者又は管理者が、障害に基づいて、下記に掲げる項目に関して拒否し、若しくは分離し、あるいは制限し、又は適切な維持管理を行わないこと、その他不利益な取り扱いを行うこと。
ア）　施設利用そのもの。
イ）　施設利用にかかる必要かつ速やかな情報の伝達。
ウ）　施設利用にかかる事業者及び従事者等による接遇。
エ）　施設利用にかかる費用（料金）、利用時間又はその方法、移動時間又は方法並びに経路、車いすや補助具等の使用。
②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招くおそれがあること。
③　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
　利用施設又は移動施設等の所有者又は管理者は、障害のある人が、円滑な施設利用を確保するために必要な変更や調整、及びその維持管理を行う義務を有する。
この義務には、物理的な変更や調整のみならず、速やかな情報の提供、人的支援も含むものとする。
４、差別の推定
①　利用施設又は移動施設等の所有者若しくは管理者が、施設利用において、障害をもつ人を、もたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定するものとする。
②　５に定める最低整備基準に違反する場合には、本章の差別であるとみなす。ただし、最低整備基準に合致することをもって、差別ではないという抗弁は成立しない。
５、国及び自治体の責務
①　国及び自治体は、障害をもつ人の施設利用の円滑化を確保するため、利用施設及び移動施設等の物理的構造、情報の提供、人的支援に関する最低整備基準（以下｢施設利用等円滑化基準｣という）を設けるともに、利用施設および移動施設等の一体的な整備を図るための実施計画と実施体制を講じなければならない。
②　既存の利用施設及び移動施設等の施設利用等円滑化基準適合義務については、最長１０年を超えない限度で、その規模、費用等を斟酌して猶予期間を設定することができる。必要な場合には、国又は自治体は技術的、財政的援助を行うものとする。
③　前号の施設利用等円滑化基準は、「障害をもつ人の権利委員会」（第3編第1章）の求める水準を下まわるものであってはならない。

④　５の①ないし③の基準は、いかなる都市、地域においても、本章１の権利を充たすものでなければならない。
⑤　５の①の基準・計画の策定、実施体制、評価において、障害をもつ人の参画が保障されなければならない。  

⑥　利用施設及び移動施設等の所有者又は管理者は、国及び自治体の策定する実施計画及び実施体制に協力するとともに、既存の構造物については、施設利用等円滑化基準適合計画を５②に従って策定するとともに、その認可を受けなければならない。また、その職員等の理解、知識及び接遇技術の向上に努めなければならない。
⑦　国及び自治体は、５①から⑥のような措置をもってしても移動施設等を利用して移動することが困難な者に対しては、地域の事情や個人の状況に合わせた個別対応の方策を公共交通の対応として確保する。

第３章　意思疎通・情報伝達
１、意思疎通・情報伝達における権利
何人も、障害に基づくいかなる差別も受けることなく、自らが選択するコミュニケーション手段を使用する権利を有し、これにより、あらゆる種類の情報の提供を受け、これを利用し、また意思疎通・情報伝達を行う権利を有し、その機会を保障されるものとする。
２、意思疎通・情報伝達における差別
意思疎通・情報伝達に関するアクセスにおける差別とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。
①　意思疎通・情報伝達の相手方が、障害に基づいて意思疎通・情報伝達を拒否し、又は制限し、あるいは条件を付加し、その他不利益な取り扱いをすること。
②　障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を用いることを、正当な理由なく、拒否し、又は制限し、あるいはこれに条件を課すこと。
③　障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段に必要である支援者に対し、正当な理由なく、同行を拒否し、又は活動を制限し、あるいは妨害し、その他不利益な取り扱いをすること。
④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
①　特定の者の間で意思疎通・情報伝達する場合の相手方は、障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を用いて意思疎通・情報伝達するために必要な変更や調整を行う義務を有する。
②　不特定の者に情報を伝達する者は、障害をもつ人に情報伝達するために必要な変更や調整を行う義務を有する。
3 国、自治体、又は政党が①の相手方、又は②の情報の提供者である場合、不釣り合いな又は過重な負担をともなう場合であっても、合理的配慮の義務は免れない。
４、差別の推定
①　障害をもつ人に意思疎通・情報伝達する事業を行う国及び自治体並びに国及び自治体から免許を受けた放送事業者は、情報が不特定の者に提供される場合において、障害をもつ人を、もたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定するものとする。
②　５に定める最低整備基準に違反する場合には、本章の差別であるとみなす。ただし、最低整備基準に合致することをもって、差別ではないという抗弁は成立しない。
５、国及び自治体の責務
　国及び自治体は、障害をもつ人の意思疎通・情報伝達における権利を確保するため、下記に掲げる必要な措置を講じなければならない。ここにおいて、国及び自治体から免許を受けた放送事業者は、その地位に基づいて国及び自治体に準じた責務を負う。
①　情報が不特定の者に提供される場合、障害をもつ人が自ら選択するコミュニケーション手段を使用してその情報を受領するために必要な字幕、手話通訳、音声解説等の手段方法、情報伝達機器等の仕様に関して、最低整備基準（以下｢情報等円滑化基準｣という）を策定する。
但し、既存の情報提供の手段方法、又は情報伝達機器の使用に関する情報円滑化基準適合義務については、最長５年を超えない限度で、その規模、費用等を斟酌して猶予期間を設定することができる。必要な場合には、国又は自治体は技術的、財政的援助を行うものとする。
②　前号の情報等円滑化基準は、「障害をもつ人の権利委員会」（第3編第1章）の求める水準を下まわるものであってはならない。

③　障害をもつ人が自らの選択したコミュニケーション手段若しくは、そのための情報伝達機器を、付加的な金銭負担なく利用できる施策を講じる。
④　多数の人が参加する行事において、障害をもつ人の意思疎通・情報伝達の円滑化のために必要な支援を提供する。
⑤　障害をもつ人の特性を考慮した情報通信システム及び器具の研究、開発及び普及に必要な支援を行う。
第４章　サービス
１、サービスの提供を受ける権利
何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、不特定又は多数の者にサービスを提供する法人その他の団体、個人（「サービス提供者」という。）から、商品、施設、便益その他のサービス（以下「サービス」という。）の提供を受ける権利を有し、その機会を保障される。
２、差別の定義
　サービスに関する差別とは、次に掲げるものをいう。
①　サービス提供者が、障害に基づいて、サービスの提供を拒否し、又は制限し、あるいはサービスの提供について不利益な取り扱いを行うこと。
②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
③　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
サービス提供者は、次に掲げる行為を行う義務を負う。
①　サービスを提供するにあたり、障害をもつ人がサービスを利用することを容易にするため、適切なコミュニケーション手段を使用すること。
②　障害をもつ人がサービスの内容を理解するために必要とする援助者の同行同席を承諾すること。
③　サービスを提供するにあたり、障害をもつ人がサービスを利用することを容易にするための補助機器及び人的援助を提供すること。
④　サービスの提供に関する運用、方針又は手続が障害をもつ人に対して相当の不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するための施策を講じること。
④　その他、障害をもつ人のサービスを受ける権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。
４、差別の推定
　サービス提供者が、サービスの提供に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて差別が行われたものと推定するものとする。
第５章　不動産
１、不動産を取得し、居住し、利用する権利
　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、不動産を取得し、居住し、利用する権利を有し、その機会を保障されるものとする。
２、差別の定義
　不動産の取得、居住、利用における差別とは、次に掲げるものをいう。
①　不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、あるいはその取引の法的手続に関与する者が、障害に基づいて、その契約の締結を拒否若しくは制限し、又は不利益な取り扱いを行うこと。②　不動産を管理する者が、障害に基づいて、不動産の居住、利用又はこれらに付随するサービスについて不利益な取り扱いを行うこと。

③　①、②に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

④　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務

①　２の①に規定する者は、不動産の売買等に関する契約を締結するにあたり、障害をもつ人が契約内容を理解することに資するため、適切なコミュニケーション手段を使用する義務を負う。
②　２の②に規定する者は、当該不動産の構造又は設備が障害をもつ人に対して相当の不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な限度で、当該不動産の改造を行うことを承諾する義務を負う。
③　２に規定する者は、①②の他、障害をもつ人の不動産を取得及び利用する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行う義務を負う。
４、差別の推定
２の①に規定する不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、その取引の法的手続に関与する者、又は２の②に規定する不動産を管理する者が、不動産の取得又は居住、利用に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて差別が行われたものと推定するものとする。
第６章　教育　
１、 教育を受ける権利

①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、教育を受ける権利を有し、機会を保障される。
②　障害をもつ人は、あらゆる年齢段階で、自己の住む地域社会の小学校、中学校、高等学校（普通学級及びカリキュラムを含む）で、同一世代の者たちと共に学ぶ権利を有する。
③　障害をもつ人は、自己の選択するコミュニケーション手段及び自己の選択した手段に堪能な教師による教育を受ける権利を有する。
④　障害をもつ人は、自己の希望する場所で高等教育を受ける権利を有する。
⑤　聴覚に障害をもつ人は、学業、社会性の発達を最大にする環境としての手話集団の中で手話を習得し、教育を受ける権利を有する。
⑥　障害をもつ人は、就学前教育・保育、放課後の学童保育、地域社会における社会教育、職業教育及びその他の生涯教育を受ける権利を有する。
２、教育における差別の定義
　教育における差別とは、次の各号に掲げるものをいう。
①　教育機関が、障害に基づいて、教育の機会を剥奪もしくは制限し、又は教育の機会について不利益な取り扱いを行うこと。
②　教育機関が、障害に基づいて、自己の住む地域社会の普通教育課程（普通学級及びカリキュラムを含む）から排除すること。
③　教育機関が、障害に基づいて、保護者等に付き添いその他の付加的な条件を課すこと。
④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
①　教育機関は、障害をもつ人に対して、教育を受ける権利を確保するために必要な変更や調整を行う義務を有する。
②　①における合理的配慮義務の内容は、下記の点に関して障害のある人、保護者、若しくは代理人と教育機関との協議により決定される。
協議が整わない場合は、「障害をもつ人の権利委員会」（第4編第1章）に申出るものとする。

ア　利用可能な物理的環境の整備
イ　適切なコミュニケーション手段を用いた教育
ウ　必要な人員の配備
エ　利用可能な形態の教科書、教材の使用
オ　適切な手段方法による授業
カ　教育評価、試験の基準の変更
キ　学級人数の調整
ク　食事、身体介助
ケ　通学条件の整備
コ　その他、教育を受ける権利の保障のために必要な変更及び調整
４、差別の推定
教育機関が、障害をもつ人を障害をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為を障害に基づく差別が行われたものと推定するものとする。
ただし、障害をもつ人及びその保護者が、普通教育課程で十分な合理的配慮及び必要な支援を提供しても教育目標に達成できないと判断し、教育機関に申し出、普通教育課程から離脱をした場合には、差別とはみなされない。
５、国及び自治体の責務
①　入学及び在学中において、障害をもつ人に対する合理的配慮及び必要な支援の決定又は変更にあたり、障害をもつ人に対し適切なコミュニケーション手段を用いて説明を行い、合意形成をはからなければならない
②　教育場面において障害に対する無理解又は障害をもつ人に対するいじめが存在する場合において、これを是正するための対策を講じなければならない。
③　その他、障害をもつ人が教育に完全に参加し、教育を受ける権利を実質的に保障するために必要な支援を行わなければならない。
第７章　労働　
１、労働の権利
　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、労働する権利を有し、その機会を保障される。
２、労働における差別
労働における差別とは、次の各号に掲げるものをいう。
①　事業者による労働者の募集、採用、解雇、及びあらゆる労働条件における障害に基づく拒否、制限、条件の付加、その他不利益な取り扱い又は変更。
②  障害に基づく差別であるとして裁判上又は裁判外の救済手続を申し立てたこと及びこれに協力したことに基づいて、事業者が行う解雇その他の不利益な取り扱い。

③　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
④　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
事業者は、障害をもつ人の労働する権利が確保されるために必要な下記の事項を含む変更や調整を行う義務を有する。
①　募集、採用、労働契約の締結又は変更、職務の遂行にあたり、障害をもつ人がその内容を理解し、意思疎通・情報伝達することを容易にするため、障害のある人が選択したコミュニケーション手段を用意すること。
②　労働条件、就業環境、労働時間が障害をもつ人に対して不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。
③　その他、労働条件調整事項につき、障害をもつ人の労働する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。
５、国及び自治体の責務
①　国及び自治体は、適切な政策及び措置を通じて、公的部門及び民間部門における障害をもつ人の雇用を促進すること。これらの政策及び措置には、積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めること。
②　国及び自治体は、障害をもつ人が、障害をもたない人向けの技術指導及び職業指導に関する計画、職業紹介サービス並びに継続的な職業訓練サービスを効果的に利用することを可能にすること。
③　国及び自治体は、障害をもつ人が差別を受けることなく労働できるようにするため、物理的障壁等の除去、作業用補助具又は就労支援機器の開発、通訳者(コミュニケーション支援者)やジョブコーチ等の育成及び派遣制度の拡充、情報提供・相談のための制度拡充等を行う責務を有する。
④　国及び自治体は、事業者が合理的配慮を行うための適切な支援措置をとること。
６、事業者の責務
事業者は、次の事項について適切な措置をとらなければならない。
①　職場において障害に対する無理解又は障害をもつ人に対するいじめを含むいやがらせ（ハラスメント）が存在する場合に、これを是正するための対策。
②　障害に基づく苦情救済についての相談窓口の設置。
第８章　医療・リハビリテーション
１、医療とリハビリテーションに関する権利
①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、心身の体調を自らの意思で良好に保ち、自らの望む日常生活と社会参加を果たすために、他の者に提供されるものと同一の範囲、質、及び水準の、自らが求める医療及びリハビリテーション（以下「医療等」と称す）を受ける権利を有する。
②　障害をもつ人は、他の者と平等なインフォームドコンセントの権利を有する。
２、医療等に関する差別
医療等に関する差別とは次に掲げる場合をいう。
①　医療等の提供者が、障害をもつ人の存在を否定、又はその個人としての尊厳を傷つけるような不当な医療行為を行うこと。又は、医療の名のもとに強制的に隔離的な環境に閉じ込めること。
②　医療等の提供者が、障害に基づいて、他の者に提供されるものと同一の範囲、質、水準の医療等の提供を拒否し、又は制限し、若しくは条件を付加するなど、その他不利益な取り扱いをすること。
③　医療等を提供する事業者が、障害に基づいて、治療のレベルを下げること、又は治療の打ち切りを強制すること。
④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
　医療等を提供する者は、障害をもつ人の医療等を受ける権利を確保するため必要な下記の事項を含む変更や調整を行う義務を有する。
①　提供すべきサービス内容に関してインフォームドコンセントを確保するに際して、障害のある人が選択したコミュニケーション手段あるいは理解の容易な手段により、十分な説明をするとともに、診断を含むすべての治療行為について相互に意思疎通・情報伝達を図ること。
②　一般的な治療の方針、治療方法の手段を用いることが、障害をもつ人に対して不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。
４、差別の推定　
医療等を提供する者が、医療等の提供に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。
５、国及び自治体の責務
①　国及び自治体は、障害をもつ人が自らの意思と選択に基づいた医療を社会サービスとして提供できるよう、医療保障を拡充しなければならない。
②　国及び自治体は、医療の受診、インフォームドコンセント、入退院等の意向確認においては、自らの意思と選択に基づいて、障害をもつ人が「障害をもつ人の支援機関」（第4編第4章）を利用することを認め、これを支援しなければならない。

③　国及び自治体は、医療を提供する事業者が障害を理由に診療及び治療を拒否したり、不当な医療行為を提供したり、劣悪な医療環境を放置し、障害をもつ人の存在を否定し、その人間としての尊厳を傷つけるような医療行為が行われた場合には、速やかな指導・告発を行い、その情報を公開しなければならない。
６、医療等を提供する者の責務
医療等を提供する者は、障害に関わる治療・検査や、妊娠及び出産に関する治療・検査を行う場合は事前に、治療・検査の内容とその結果に対する対応の方法について、障害を否定的にとらえる情報のみならず、その支援策等の情報を医療の提供を受ける者に提供し、その判断に資する十分な援助をしなければならない。
第９章　性と生殖
１、性と生殖に関する権利
①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、それぞれの性をもつ個人として尊重される。
②　何人も自らの性と生殖のあり方についての自己決定権をもつ。
③　何人も、障害に基づいて、何人からも恋愛や性的関係を制限あるいは強制されず、法的又は事実的な結婚関係を結び、妊娠、出産をする権利を有する。
２、差別の定義

①　障害に基づいて、性的関係を制限あるいは強制されること。
②　障害に基づいて、避妊、中絶を強要され、子どもを生む機会を阻まれること。

③　障害に基づいて、子宮摘出及び断種などの生殖機能を奪うこと。
④　男女平等に向けた取組みや必要な施策において、障害に基づいて、その取組み等から除外し、もしくは制限し、又は条件を課し、その他不利益な取り扱いをすること。
３、合理的配慮義務
性と生殖にかかわるサービスを提供する者は、障害をもつ人が性と生殖について自ら決定し行使できるよう、十分に情報を提供し、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。
４、国及び自治体の責務
①　国及び自治体は、障害をもつ人に対して、性による差別が行われないよう、認識の改善及び支援策等の政策を推進すること。
②　国及び自治体は、政策の決定と執行過程において、性を理由とした参加の機会を制限し、又は排除しないよう、配慮すること。
③　サービス提供者等、事業者が行うべき合理的配慮への支援を行うこと。
第１０章　行政手続と行政サービス　
１、行政手続と行政サービスの利用における権利
何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、平等にあらゆる行政の手続及びサービス、情報の入手を利用する権利を有する。
２、差別の定義
行政手続と行政サービスにおける差別とは、次に掲げるものをいう。
①　行政が、行政手続と行政サービスの利用において、障害に基づいて、その機会又は参加を拒否し、もしくは制限し、又はその他不利益な取り扱いを行うこと。
②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
③　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
国および地方自治体は、そのつかさどる行政手続及び行政が提供するサービスの利用において、その利用の機会と参加を確保するため、下記の事項を含む必要な調整や変更を行う義務を負う。
①　行政手続及び行政が提供するサービスの利用に際して、障壁となる物理的環境を除去してアクセスを確保するとともに、行政と障害をもつ人との間の意思疎通・情報伝達が、障害をもつ人の選択にかかるコミュニケーション手段を用いて行われること。
②　行政が一般に提供する情報が、あらゆるコミュニケーション手段に対応する形で提供されること。
③　行政庁の行う不利益処分に伴う告知聴聞の手続においては、司法手続（本編第12章）における合理的配慮の義務を準用する。

４、差別の推定　
①　行政が行う行政手続と行政サービスの利用に際して、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。
②　本章において、不釣り合いな負担又は過度の負担の抗弁は許されない。
５、国及び自治体の責務
国及び自治体は、障害をもつ人の行政手続と行政サービスを利用する権利を確保するため、障害をもつ人の人権についての研修及び利用を容易ならしめる技術や支援の開発、人材の育成に努めなければならない。
第１１章　政治参加　
１、政治参加の権利
①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、国政又は地方自治に関する選挙（被選挙を含む）、裁判官の審査、憲法改正の国民投票、住民投票、住民の直接請求、請願、公の議会における参加及び傍聴、情報の入手等を行う権利を有する。
②　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、政治活動及び選挙運動等を行う権利を有する。
③　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、公務に就く機会を有し、政治に参加する権利を有する。
２、政治参加における差別
政治参加における差別とは、次に掲げるものをいう。
①　１の各号に定める政治参加の権利を行使するに際して、障害に基づいて、その機会又はその権利行使を剥奪若しくは制限し、又は不利益な取り扱いを行うこと。
②　一般投票所以外の障害をもつ人を入所させる特定の医療又は福祉施設の管理する場所における投票所を設置すること。
③　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
④　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
(1) 　国、自治体及び選挙管理委員会は、投票の機会と権利行使を保障するため、下記の事項を含む必要な調整や変更の義務を負う。

①　投票所までの移動、投票所内での移動の物理的障壁となるものを除去すること、
②　投票所内における設備、器具及び投票方法を投票が容易なものに変更すること。
③　投票における負担を軽減するための人的支援を提供すること。
④　選挙公報、政見放送及び投票に関する情報提供を、障害をもつ人が選択するコミュニケーション手段に対応したものにすること。
⑤　投票所による投票以外の代替的な投票方法が、障害をもつ人に利用可能な形態内容とすること。
(2)　 選挙運動を行う者は、選挙に関して不特定の者に提供する情報について、可能な限り、あらゆるコミュニケーション手段に対応しなければならず、個別の求めに応じて障害をもつ人の選択するコミュニケーション手段に対応しなければならない。

(3)　 公の議会は、政治参加の権利を確保するため、下記の事項を含む必要な調整や変更を行うものとする。

①　障害をもつ議員が議員としての職務遂行を確保するため、また障害をもつ参考人等が意見陳述を行うため、物理的な障壁を除去してアクセスを確保するとともに、当該議員又は参考人等が選択するコミュニケーション手段に対応した情報提供、質疑、討論、決議の方法を採用すること。
②　障害をもつ傍聴人が傍聴するうえでの物理的障壁を除去し、その選択にかかるコミュニケーション手段を用いて情報を受けるための適切な措置を講じること。
４、差別の推定　
①　３で規定する合理的配慮を提供すべき者が、政治参加に関して、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱っときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。
②　３の(1)及び(3)の場合において、不釣り合いな負担又は過度の負担の抗弁は許されない。

５、国及び自治体の責務
(1)　 国及び自治体は、選挙における権利を保障するため、下記の事項を含む必要な措置を講じなければならない。

①　選挙に関する情報が適切に提供されるための研修、人材の確保、設備の整備、技術的開発と促進。
②　国又は自治体に属しない投票所における物理的な障壁の除去のための財政援助。
(2)　 選挙管理委員会は、選挙における権利を保障するため、支援に必要な職員研修を実施しなければならない。

第１２章　司法手続
１、司法手続に関する権利
何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、裁判所において裁判を受け、裁判外紛争解決手続を利用し、又は司法関係手続に参加もしくは傍聴することを含むすべての司法関係手続（捜査段階から刑の執行までを含む。）において認められた権利を有し、その機会を保障される。
２、差別の定義
司法における差別とは、次に掲げるものをいう。
①　司法機関、又は司法関係者が、障害に基づいて、司法手続に関する権利を剥奪し、制限し、排除し、拒否し、又はその他不利益な取り扱いを行うこと。
②　障害に基づいて、裁判の傍聴を拒否し、裁判の内容を理解することを容易にするための、補助犬、適切なコミュニケーション手段の使用を妨げること。
③　①、②に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。
④　３の合理的配慮義務に違反すること。
３、合理的配慮義務
司法機関又は司法関係者は、それぞれの立場において、司法手続上認められた権利を確保するため、下記の事項を含む必要な調整及び変更を行う義務を負う。
①　障害をもつ人が当該司法関係手続の内容を理解することを容易にするため、障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を使用して、すべての手続を行うここと。
②　適切なコミュニケーション手段を使用しても、障害をもつ人が当該司法関係手続の意味又は内容を十分に理解することができない場合において、当該の障害をもつ人に対して、理解をはかる上での補助者を選任すること。
③　障壁となる物理的環境を除去してアクセスを確保すること。
④　その他、憲法又は手続法が要請する適正手続を障害をもつ人に担保するために必要な合理的配慮を行うこと。
４、差別の推定　
①　司法関係手続上の権利に関して、障害をもつ人がもたない人と比較して不利益に取り扱われたときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。
②　本章において、公の機関及びその職員に関しては、不釣り合いな負担又は過度の負担の抗弁は許されない。
５、司法関係機関及び司法関係者の責務
司法関係機関は、その所属する司法関係者に対して、予断、偏見をなくし司法関係上の権利を確保するため、専門家育成を含む障害に関する研修訓練等を実施しなければならない。
第３編　実施規定
第1章　障害をもつ人の権利委員会

１、設置
内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づき、内閣府の外局として、本法の目的を達成することを任務とする「障害をもつ人の権利委員会」（以下、「権利委員会」とする）を設置する。
２、所掌事務
権利委員会は、任務を達成するため、次に掲げる事項についての事務を行う。
(1)　以下に掲げる障害に基づく差別の解消に関する指針（ガイドライン）等の策定及び改定に関する事項

①　直接差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項
②　間接差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項
③　「合理的配慮」の提供に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項（相手方の不釣り合いな又は過重な負担に関する事項を含む）
④　国及び自治体による、当該事業者が「合理的配慮」を提供するために必要な技術的・行政的・財政的支援に関する事項
⑤「積極的差別是正措置」に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項
⑥　その他、障害に基づく差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項
(2)　障害に基づく差別による被害の救済及び予防に関する事項

(3)　障害に基づく差別の実態調査に関する事項

(4)　障害に基づく差別及び差別助長の防止のための人権啓発と広報に関する事項

(5)　障害をもつ人の差別の撤廃と権利に関する国際的又は国内の実施状況に関する情報の収集及び公開に関する事項

(6)　この法律の実施状況についての監視（モニタリング）に関する事項

(7)　規則の制定

(8)　その他、権利委員会の任務を達成するための必要な事項

３、組織
権利委員会は、委員長及び委員１５人をもって組織する。
４、委員長及び委員の任命
(1)　委員長及び委員は、障害をもつ人の人権に関して高い識見を有する者で、法律又は社会福祉に関する学識経験のあるもののうちから、（両議院の同意を得て）内閣総理大臣が任命するものとする。

(2)　前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/２以下とならないようにしなければならない。
５、任期
委員長及び委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員長及び委員は、再任することができる。
６、（課題別）専門部会の設置
(1)　権利委員会は、そのもとに（課題別）専門部会を置くことができるものとし、各部会の構成は障害をもつ人の数が半数以下となってはならない。

(2)　専門部会の職務は、権利委員会の所掌事務のうち指示された職務を行うものとする。

７、公聴会
権利委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
８、職務遂行の結果の公表
権利委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表しなければならないものとする。
９、障害をもつ人の地域権利委員会との連携
権利委員会は、職務遂行上及び所掌事務の処理上必要なときは、障害をもつ人の地域権利委員会（本編第２章　以下「地域権利委員会」とする）と連携して行うものとする。
10、国会に対する報告等

権利委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとする。
11、内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出

(1)　権利委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な下記の事項に関し、意見を提出することができる。

①　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかる法令の制定又は改廃に関する事項
②　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかる行政上の取り扱いの変更に関する事項
③　障害をもつ人の人権教育・啓発及び広報に係る施策のあり方に関する事項
④　障害者の権利条約の批准及び同条約の国内履行に関する事項
　⑤　国際連合等の国際機関及び諸外国の人権機関との協力に関する事項
　⑥　人権諸条約上提出が義務づけられている政府報告書の作成に関する事項
(2)　内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定により権利委員会から意見が提出されたときは、その意見を十分に尊重しなければならない。

第２章　障害をもつ人の地域権利委員会
１、設置
(1)　都道府県知事及び政令市の長は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の地域権利委員会（以下、「地域権利委員会」とする）を設置するものとする。

(2)　地域権利委員会は、地域社会において障害をもつ人からの人権相談に応じるとともに、障害をもつ人の権利擁護の推進を図るため、市町村が推薦した者のうちから障害をもつ人の権利擁護委員を委任し、当該委員を地域権利委員会に置くものとする。

２、所掌事務
地域権利委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)　被害者の住所が当該地域内にある場合の、障害に基づく差別による被害の救済及び予防に関する事項

(2)　障害に基づく差別の防止のための人権啓発と広報に関する事項

(3)　障害をもつ人の権利擁護委員の養成及び研修ならびに活動の充実に関する事項

(4)　その他、地域権利委員会の任務を達成するための必要な事項

３、組織
地域権利委員会は、委員長及び委員○○人をもって組織する。
４、委員長及び委員の任命
(1)　委員長及び委員は、障害をもつ人の人権に関して高い識見を有する者で、法律又は社会福祉に関する学識経験のある者及び障害をもつ人の権利擁護活動に従事した経験のある者のうちから、（議会の同意を得て）都道府県知事及び政令市の長が任命する。

(2)　前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/２以下とならないようにしなければならない。
５、任期
委員長及び委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員長及び委員は、再任されることができるものとする。
６、会議
地域権利委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
７、（課題別）専門部会
(1)　地域権利委員会は、そのもとに（課題別）専門部会を置くことができるものとする。

(2)　（課題別）専門部会の部会長は、地域権利委員会の委員のうちから互選により選出するものとし、部会の委員は地域権利委員会の委員が推薦し、地域権利委員会が任命するものとする。

８、公聴会
地域権利委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
９、職務遂行の結果の公表
地域権利委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表するものとする。
10、障害をもつ人の権利委員会への報告及び連携

地域権利委員会は、適時に、その職務遂行の結果及び所掌事務の処理状況を、障害をもつ人の権利委員会（本編第1章）に報告し、職務遂行上及び所掌事務の処理上必要なときは、障害をもつ人の権利委員会とその職務及び所掌事務について連携して行うものとする。

11、議会に対する報告等

地域権利委員会は、毎年、都道府県知事及び政令市の長を経由して議会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとする。
12、都道府県知事及び政令市の長等又は議会に対する意見の提出

(1)　地域権利委員会は、都道府県知事及び政令市の長若しくは関係行政機関の長に対し、又は都道府県知事及び政令市の長を経由して議会に対し、この法律の目的を達成するために必要な下記の事項に関し、意見を提出することができるものとする。

①　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかわる条例の制定又は改廃に関する事項
　②　障害に基づく差別解消と障害をもつ人の権利の確保にかかわる行政上の取り扱いの変更等に関する事項
③　障害をもつ人の人権教育・啓発にかかわる施策のあり方に関する事項
　④　その他の障害をもつ人の差別解消と人権に関する必要な事項
(2)　都道府県知事及び政令市の長又は関係行政機関の長は、前項の規定により地域権利委員会から意見が提出されたときは、その意見を十分に尊重しなければならないものとする。

第４編　権利委員会による権利救済手続
第１章　総則
１、定義
この法律の権利救済の対象となる「差別行為等」とは、第１編（総則）第２章２項の「障害に基づく差別」及び第２編（各則）における差別の定義に規定する差別行為を指すものとする。
２、差別行為等に関する相談
権利委員会（以下、「障害をもつ人の権利委員会」[第３編第１章]及び「障害をもつ人の地域権利委員会」[第３編第２章]を「権利委員会」という）は、障害をもつ人に対する差別行為等に関する各般の問題について、相談に応じるものとする。

３、救済手続の開始
(1)　何人も差別行為等による被害を受け、又は受ける恐れがあるときは、権利委員会に対し、権利救済の申出をすることができる。

ただし、ふたつ以上の地域にまたがる、又は全国的に重大な差別行為等に対しては、「障害をもつ人の権利委員会」（第３編第１章）が申出を受けるものとする。
(2)　何人も差別行為等による被害又は被害の発生を予見したときは、権利委員会に対し、権利救済の申出をすることができる。

(3)　権利委員会は、権利救済の申出があれば、この法律の目的において関与することが適当でない事案又は行為の日から○○年を経過した事案を除き、遅滞なく必要な調査をし、適切な措置を講じなければならない。

(4)　権利委員会は、差別行為等による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により必要な調査をし、適切な措置を講じることができる。

４、不利益取り扱いの禁止
何人も権利救済の申出等をした者に対し、そのことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならず、その行為も権利委員会の救済の対象となる事案に含めるのとする。
５、公権力による差別行為等に対する救済措置
行政機関は、公権力による人権侵害に対しては、正当な理由がない限り、権利委員会が講じる措置に応じなければならない。
第２章　救済手続
１、調査
権利委員会は、差別行為等による被害の申し出について必要な調査を行うため、次に掲げる処分をすることができる。
(1)　事案の関係者に対する出頭要求・質問

(2)　差別行為等に関係のある文書その他の物件の提出要求

(3)　当該差別行為等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所への立入検査

２、調停及び仲裁
権利委員会は、差別行為等に係る事案について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、必要とする調停又は仲裁を行うものとする。
３、勧告及び是正命令
権利委員会は、差別行為等が現に行われ、又は現に行われたと認める場合において、当該差別行為等による被害又は予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対して、当該行為の停止等を勧告し、同勧告による改善がみられない場合には是正命令を発することができる。
４、是正命令の確定
①権利委員会の是正命令に対し不服がある関係当事者は、その命令書を送達された日から30日以内に行政訴訟を提起することができる。

　②前号の期間内に行政訴訟が提起されなかった時は、その是正命令は確定する。

５、是正命令の履行状況の提出要求等
①権利委員会は、確定した是正命令について差別行為者にその履行状況の報告を要求することができる。
　②申立人は、差別行為者が確定した是正命令を履行しない場合それを権利委員会に申告することができる。
６、是正命令の公表
権利委員会は、５により是正命令が確定した差別行為者が命令に従わないときは、その旨及び当該是正命令の内容を公表することができる。
７、訴訟援助
権利委員会は、３の勧告及び是正命令受けた者がこれに従わないときは、次の場合には訴訟に参加することができる。
(1)　申出人が訴訟を提起する場合の必要な援助（関係文書や物件の提供等）

(2)　差別行為等の内容、性質その他の事情にかんがみ、必要があると認める場合

(3)　差別行為等に対して、当該行為を行った者が、３の勧告及び是正命令を受け、これに従わないとき、又は「障害をもつ人の支援機関」（第６編）が当該行為に対して団体訴権を行使しないときは、権利委員会がその者に対して当該行為の差止等を請求する訴訟を提起することができる。

第５編　司法による救済

１、仮の措置
裁判所は、この法により禁止された差別行為に関する訴訟提起前又は訴訟提起中に、被害者の申立によって、被害者に対する差別が疎明される場合、本案判決前まで差別行為の中止等、その他適切な臨時措置を命ずることができる。
２、中止及び積極的是正命令
裁判所は、この法により禁止された差別行為に関する訴訟において、差別行為を受けたと主張する者の請求により、その相手方に対して、断続的若しくは継続的な差別行為を中止し、又は、差別是正の積極的措置をとることを命ずる判決をすることができる。
３、履行担保措置
裁判所は、以下の各号のいずれかに該当する場合、その履行期間を明らかにし、これを履行しないときには、遅れた期間によって一定の賠償をするよう命じることができる。この賠償額はその履行を担保するに足るものでなければならない
（1） 差別行為の中止及び差別是正のための積極的措置が必要であると判断する場合。
（2） 合理的配慮義務に基づき、相手方に対してその履行を命ずる場合。
４、立証責任の配分
(1)　この法律と関連した紛争解決、訴訟において、差別行為があったという事実は、差別行為を受けたと主張する者が立証しなければならない。

　(2)　前項の差別行為が、障害を理由にした差別ではない、あるいは正当な事由がある、もしくは、合理的配慮の欠如において、不釣り合いな又は過重な負担をともなうものであることに関する主張立証は、差別行為を受けたと主張する者の相手方がこれをしなければならない。

５、損害賠償訴訟の特則
(1)　何人もこの法の規定に違反し他人に損害を加えた者は、それにより被害を受けた人に対し、損害賠償責任を負う。但し、差別行為を行った者が故意又は過失がないことを証明した場合にはこの限りではない。

　(2)　この法の規定に違反した行為により損害が発生したことは認められるが差別行為の被害者が財産上の損害を立証することができない場合には、差別行為をした者がそれにより得た財産上の利益を、被害者が被った財産上の損害と推定される。

　(3)　裁判所は、第2項の規定にも関わらず、差別行為の被害者が被った財産上の損害額を立証するために、必要な事実を立証することが当該事実の性質上困難な場合には、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づき、相当の損害額を認定することができる。

第６編　障害をもつ人の支援機関

１、組織体制
（1）　国は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の立場に立ち、相談を受け、若しくは代理人として、任意の交渉や行政救済手続又は司法手続により問題を解決する機関として、都道府県及び政令市を一つの単位に、障害をもつ人の支援機関（仮称「障害者権利擁護センター」[以下、「支援機関」とする]）を設置する。

（2）　「障害者権利擁護センター」（支援機関）は公益法人とし、その理事会は、障害をもつ人、権利擁護に関する学識経験者、弁護士、福祉専門職等から構成される。なお、理事のうち障害者は半数以下とならないようにすることとする。
２、職務および権限
（1）　支援機関は、障害をもつ人、弁護士、福祉専門職、学識経験者を職員として配置し、障害をもつ人の立場に立ち、障害をもつ人及び関係者の相談に応じる。

（2）　支援機関は、相談を受けたうえで、問題解決に必要な場合、当該の相手方及び関係機関に対して、必要な調査を行うことができる。

　　　支援機関が行う調査においては、相手方及び関係機関は正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
（3）　支援機関は、調査の結果問題解決に必要であれば、代理人として相手方との任意の交渉、行政救済手続（本編第２章その他の裁判外紛争解決手続を含む）又は司法救済手続を通じた問題解決を図る。

（4）　前記の手続は、無料でなければならない。但し、問題解決により、障害をもつ人が実際に金銭的利益を得た場合、一定の基準により報酬を得ることができる。

３、団体訴権の行使による差別の是正請求及び差止請求
（1）　支援機関は、差別行為等に該当すると認められる事実に対し、この法律の目的を達成するために、行為者に対して、その是正を請求することができる。

（2）　支援機関は、差別行為等に該当すると認められる行為をなし、又はなされようとしているときに、行為者に対して、この法律の目的を達成するために、その行為の差止を請求することができる。

４、国及び自治体の責務
（1）　国及び自治体は、支援機関を各都道府県及び政令市に一つの割合で設置し、その資質を有すると認められる公益法人等に委託し、障害をもつ人及び専門家を複数職員として配置できる予算を割り当てなければならない。

（2）　国及び自治体は、支援機関の理事及び職員の選任及び解任又は支援機関の運営等に関与し、その独立性を侵してはならない。

（3）職員については過半数が障害種別に配慮したかたちで配置されることとする。

以上
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